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	３　乙は、対象月末日より15日以内に、前項で定めた金額を書面をもって甲に請求するものとし、甲は、当該請求書を受領してから30日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。 
	 
	第５条　乙は、本業務の実施に係る収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。 
	 
	　（年度協定の変更） 
	第８条　本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したときまたは特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、年度協定の規定を変更することができるものとする。 



